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県の施策・予算に関する要望について 

１ はじめに 

神奈川県町村会では、毎年、神奈川県知事に対し、県の施策等に関する要望活動

を実施しており、本年も「令和３年度 県の施策・予算に関する要望」を取りまと

めることとしています。 

また、当町では、例年「県の施策・予算に関する要望」の要望事項の中から、特

に重要な要望事項を選定し、地域別首長懇談会及び政党要望の発言テーマとしてい

ます。 

２ 要望のポイント 

  各所属で、所管する事業において次のような事例がある場合には、積極的に要望

事項を提出してください。とくに議会において県に要望していく旨の答弁をしてい

る場合には、要望事項の提出漏れがないよう適切な対応をお願いします。 

○ 事業の実施にあたり制度面で改善が必要と考えられる場合 

○ 事業の実施にあたり財政面で県の支援が必要と考えられる場合 

○ 町単独での取組みが難しく専門的な技術支援等が必要と考えられる場合 

  また、過去に提出した要望事項を継続して提出する場合には、神奈川県の措置状

況を踏まえ、既に要望の趣旨が伝わっていると考えられるもの、あるいは要望が当

分の間実現困難と思われるもの等については整理するようお願いします。 

※「令和２年度予算に関する要望（当町提出分）」に対する県の措置状況は４月７

日に各所属長にローカルメールで送信しております。  

３ 今後のスケジュール（想定） 

  「令和３年度 県の施策・予算に関する要望」の取りまとめスケジュールは、次の

とおりです。 

  4/未定  神奈川県町村会主催 第１回要望主管課長会議（書面会議） 

  5/中旬   庁内照会（町村会作成の要望素案への意見照会 6月上旬締切） 

  5/下旬  地域要望に関する調整会議（足柄上郡５町） 

  5/下旬   新規要望事項・地域別首長懇談会及び政党要望の発言内容を決定 

6/中旬 神奈川県町村会に要望素案に対する修正意見提出期限 

  7/下旬～ 政党要望（R1年度は自由民主党、公明党、立憲民主党、かながわ県民・

民主フォーラム） 

  8/19      地域別首長懇談会 

  8/下旬  神奈川県町村会による要望活動の実施 

 

※ 神奈川県町村会主催の第１回要望主管課長会議の内容を踏まえて、各所属に

対して要望事項を照会する予定です。 

※ 上記のスケジュールは、現時点の想定であり、今後変更になる可能性があり

ます。 

課 長 会 議 資 料 

（令和２年４月９日開催） 

行政推進部企画政策課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年３月改訂） 

開 成 町 
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はじめに 

開成町の総人口は、昭和 30 年の町制施行以来、一貫して増え続けており、近年は、

開成駅周辺のマンション建設、土地区画整理事業の進展などによって、急激に人口の増

加が進んでいます。 

平成 27 年国勢調査では５年間の人口増加率が 4.0％で、神奈川県内市町村の中でも最

も人口増加率が高い町となっています。 

しかしながら、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成

30 年３月推計）」では、開成町の総人口は、令和７年にピークを迎え、その後、減少し

ていくものと推計されています。 

国では、平成 26 年 11 月に、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止め

をかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい

環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・

しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として「まち・ひ

と・しごと創生法」を制定しました。また令和元年 12 月には、「まち・ひと・しごと創

生長期ビジョン」の改訂及び「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定さ

れるなど、第１期で根付いた地方創生の意識や取組について「継続を力にする」という

姿勢で、より一層の充実・強化に取り組んでいくこととしています。 

神奈川県では、平成 28 年３月に策定した「神奈川県人口ビジョン」について、令和

２年３月に改訂を行いました。 

本町においては、平成 28 年３月に国及び県の人口ビジョン・総合戦略を勘案しつつ、

これまでの人口動向を分析するとともに、克服すべき課題とその解決に向けたビジョン

等を将来展望として広く町民と共有するために、「開成町まち・ひと・しごと創生人口

ビジョン」を策定しています。 

本ビジョンの策定から５年間が経過したことから、近年の人口動向等に関する各種デ

ータの時点修正等の改訂を行いました。 

開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの概要 

(１) 位置づけ 

開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンは、本町における人口動向等を分析

し、人口の課題に関する認識の共有を図るとともに、問題の解決を図るための戦略

である開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に生かすことを目的とするも

のです。 

(２) 対象期間 

開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの対象期間は、国の「まち・ひと・

しごと創生長期ビジョン」とあわせ、2060 年（令和 42 年）までとします。  
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第１章 人口の現状分析 

過去から現在に至る人口の推移を把握し、その背景を分析することにより講ずべき施

策の検討材料を得ることを目的として、長期的な人口動向や年齢階級別人口移動などの

分析を行います。 

１ 人口動向分析 

(１) 総人口の推移 

・ 開成町では、昭和 30 年の町制施行以来、一貫して人口が増加しています。合

併当時と比較すると、人口は約 3.7 倍になっています。 

・ 平成 27 年国勢調査では、町制施行以来、総人口が 1 万７千人を初めて超えま

した。 

・ 平成 22 年から平成 27 年までの５年間の人口増加率は 4.0％で、神奈川県内

の市町村の中で、最も高い人口増加率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）神奈川県市町村別人口の増減地図（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

  
  前回(H22)調査から増加した市町村 

 

前回(H22)調査から減少した市町村 
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図表１ 総人口の推移   (人) 

  （総務省「国勢調査」・神奈川県「平成 27 国勢調査結果」） 
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(２) 年齢３区分別人口の推移 

・ 年少人口は、昭和 55 年から平成７年にかけて減少していましたが、その後、

増加傾向に転じています。 

・ 生産年齢人口は、総人口の推移にあわせて増加しているものの、その割合は

平成７年をピークに減少し、平成 27 年には総人口の約 60％となっています。 

・ 老年人口は、継続して増加しており、平成 27 年の老年人口は昭和 55 年の約

5.5 倍となっています。 

 

 

集計年 総人口（人） 
年少人口 

（0～14 歳）
（人） 

生産年齢 
人口 

（15～64 歳）
（人） 

老年人口 
（65 歳以上）

（人） 

老年化 
指数 

老年人口 
指数 

昭和 55 年 
(1980 年) 

10,673 
2,868 7,029 776 

27.1 11.0 
（26.9%） （65.9%） （7.3%） 

昭和 60 年 
(1985 年) 

11,227 
2,634 7,578 1,015 

38.5 13.4 
（23.5%） （67.5%） （9.0%） 

平成 2 年 
(1990 年) 

11,941 
2,175 8,476 1,290 

59.3 15.2 
（18.2%） （71.0%） （10.8%） 

平成 7 年 
(1995 年) 

12,698 
1,962 9,082 1,654 

84.3 18.2 
（15.5%） （71.5%） （13.0%） 

平成 12 年 
(2000 年) 

13,396 
2,027 9,241 2,128 

105.0 23.0 
（15.1%） （69.0%） （15.9%） 

平成 17 年 
(2005 年) 

15,120 
2,393 9,920 2,807 

117.3 28.3 
（15.8%） （65.6%） （18.6%） 

平成 22 年 
(2010 年) 

16,364 
2,629 10,217 3,518 

133.8 34.4 
（16.1%） （62.4%） （21.5%） 

平成 27 年 

(2015 年) 
16,979 

2,595 10,125 4,259 
164.1 42.1 

（15.3%） （59.6%） （25.1%） 

※老年化指数：年少人口に対する老年人口の割合×100（参考：神奈川県 H31.1.1 現在 206.9） 

 老年人口指数：生産年齢人口に対する老年人口の割合×100（参考：神奈川県 H31.1.1 現在 40.1） 

（資料：地域経済分析システム（内閣府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表２ 年齢３区分別人口の推移 
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図表３ 年齢３区分別人口の総人口に対する割合の推移 
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  （国勢調査） 
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(３) 自然増減と社会増減の推移 

・ 平成 21 年から平成 30 年までの 10 年間において自然増減は、平成 28 年まで

はプラスを維持していましたが、平成 29 年はマイナスとなっています。平成

30 年はプラスマイナス０となっており、出生数の低下、死亡数の増加により「自

然増」は年々少なくなっています。 

・ 平成 21 年から平成 30 年までの 10 年間において、平成 21 年と平成 23 年に転

出者数が転入者数を上回る「社会減」となっていますが、それ以外の年は転入

者数が転出者数を上回る「社会増」となっています。 

 

 

集計年 自然増減 社会増減 
対前年増減率 

人口増減 自然増減 社会増減 

平成 21 年 
(2009 年) 

59 -8 0.31 0.36 -0.05 

平成 22 年 
(2010 年) 

58 59 0.72 0.36 0.36 

平成 23 年 
(2011 年) 

40 -31 0.05 0.24 -0.19 

平成 24 年 
(2012 年) 

32 249 1.71 0.19 1.52 

平成 25 年 
(2013 年) 

19 37 0.34 0.11 0.22 

平成 26 年 
(2014 年) 

17 145 0.97 0.10 0.87 

平成 27 年 
(2015 年) 

20 147 0.99 0.12 0.87 

平成 28 年 
(2016 年) 

6 266 1.59 0.04 1.56 

平成 29 年 
(2017 年) 

-5 192 1.08 -0.03 1.11 

平成 30 年 
(2018 年) 

0 284 1.62 0.00 1.62 
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図表５ 自然増減と社会増減の推移
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図表４ 人口増減及び増減率の推移 

  （神奈川県人口統計調査報告） 

  （神奈川県人口統計調査報告） 
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・ 平成 21 年から平成 30 年までの 10 年間において、出生数は平成 21 年が 167

人だったものが平成 30 年は 134 人となっています。平成 29 年は前年と比べて

増となっていますが、全体としては減少傾向にあります。一方、高齢化の進展

による死亡数は平成 21 年が 111 人だったものが平成 30 年は 134 人となってお

り、増加の傾向が続いています。 

 

 

・ 平成 21 年から平成 30 年までの 10 年間において、宅地開発やマンション建設

などの影響により、年ごとに転入者数が大きく変動しています。近年は「社会

増」が大きくなっています。  
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（神奈川県人口統計調査報告）

図表７ 転入者数と転出者数の推移
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図表６ 出生数と死亡数の推移 

  （神奈川県人口統計調査報告） 
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２ 出生動向分析 

(１) 合計特殊出生率の推移 

・ 開成町の合計特殊出生率は、平成 26 年には全国（1.42）をわずかに下回り

1.41 になっていますが、それ以外の年は全国平均を上回り、神奈川県の中では

高水準で推移（平成 25 年、平成 28 年、平成 29 年は県内１位、平成 27 年は県

内２位）しています。 

 

 

(２) 希望出生率 

・ 結婚をして子どもを産みたいという人の希望がかなえられた場合の合計特殊

出生率である「希望出生率」は、次の式で算出されます。 

≪算出方法≫ 

{（有配偶者割合×夫婦の予定子ども数）＋（独身者割合×独身者のうち結婚を

希望する者の割合×独身者の理想子ども数）}×離別等効果 

 

・ 上記の式に、アンケート調査（平成 27 年実施。町独自）の結果をあてはめた

ところ、開成町民の希望出生率は 1.76 であると判明しました。内閣官房まち・

ひと・しごと創生本部が発表した国民の希望出生率 1.8 とほぼ同水準にありま

す。 

  

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

H25 H26 H27 H28 H29

（厚生労働省「人口動態調査」、神奈川県「衛生統計年報」）

図表８ 合計特殊出生率の推移

開成町 神奈川県 全国
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３ 人口移動分析 

(１) 県西地域の市町との間での人口移動の状況 

・ 平成 29 年から令和元年までの３年間の県西地域内での人口移動は、645 人の

転入超過となっています。 

・ 真鶴町には３人の転出超過となっていますが、その他の２市６町からは転入

超過となっています。 

 

 

         （単位：人） 

 小田原市 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 箱根町 真鶴町 湯河原町 合計 

転入 519 369 9 114 80 67 30 4 28 1,220 

転出 227 168 2 91 52 19 3 7 6 575 

社会増減 292 201 7 23 28 48 27 -3 22 645 

 

(２) 県内の地域政策圏別の人口移動の状況 

・ 平成 29 年から令和元年までの３年間の開成町と県内の各地域政策圏との人口

移動の状況は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・ 「川崎・横浜地域」には転出超過となっています。 

・ 「三浦半島地域」「湘南地域」及び「県央地域」からは転入超過となっています。 

図表１０ 地域政策圏別との人口移動（平成 29 年から令和元年まで） 

県央地域 
川崎・横浜 

地域 

三浦半島 

地域 

湘南地域 +42 

  （住民基本台帳人口移動報告） 

図表９ 県西地域の市町との間での人口移動（平成 29 年から令和元年まで） 

  （住民基本台帳人口移動報告） 
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図表12 年齢階級別の人口移動
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(３) 地域ブロック別の人口移動の状況 

・ 平成 29 年から令和元年までの３年間の開成町と全国の各地域ブロックとの人

口移動の状況は、次のとおりです。 

 

 
      （単位：人） 

 
北海道 
・ 

東 北 
北関東 １都２県 中部 近畿 

中 国 
・ 

四 国 

九 州 
・ 

沖 縄 

転入 43 26 241 203 34 10 28 

転出 26 32 292 114 37 7 29 

社会増減 17 -6 -51 89 -3 3 -1 

※１都２県…いわゆる東京圏のうち東京都、埼玉県、千葉県 

（住民基本台帳人口移動報告） 

 

・ 「北関東」、「１都２県」、「近畿」及び「九州・沖縄」には転出超過となって

います。 

・ 「北海道・東北」、「中部」、及び「中国・四国」からは転入超過となっていま

す。 

・ 全体として大きな転入超過、転出超過はないものの、中部のうち神奈川県と

隣接する静岡県との間では 54 人の転入超過となっています。 

 

(４) 年齢階級別の人口移動の状況 

・ 平成 29 年から令和元年までの３年間の年齢階級別人口移動の状況は、次のと

おりです。 

・ 男性の 20 歳～24 歳の転出超過が顕著となっており、これは、大学などへの

進学や就職を契機とした移動だと見られています。 

・ 男性の 25 歳～44 歳、女性の 25 歳～44 歳、男女ともに０歳～４歳の転入超過

が顕著となっています。これは、結婚や子育て世代の住宅取得による移動だと

見られています。 

図表１１ 全国の各地域ブロックとの人口移動（平成 29 年から令和元年まで） 

（神奈川県年齢別人口統計調査） 
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４ 雇用・就労分析 

(１) 通勤先に関する状況 

・ 就業者の 27.2％が町内で働いています。 

・ 就業者の 73.6％が開成町を含む県西地域の市町で働いており、とくに小田原

市や南足柄市に通勤している人が多い状況です。 

・ 県内の他の地域への通勤については、湘南地域への通勤者が 9.6％と高くな

っていますが、これは秦野市に通勤している人が 421 人と多いことによるもの

です。 

 

 
        （単位：人） 

開成町 小田原市 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 箱根町 真鶴町 湯河原町 

2,183 1,560 1,011 122 340 263 266 134 3 24 

    

川崎・ 
横浜地域 

三浦半島
地域 

県央地域 湘南地域 東京都 静岡県 
その他の
道府県 

 
 
 

 

265 16 430 774 395 163 76    

（平成 27 年国勢調査） 

 

(２) 産業別就業人口の状況 

・ 就業者の 24.2％が「製造業」、14.1％が「卸売業、小売業」、11.1％が「医療・

福祉」で働いています。 

・ 開成町の産業形態は神奈川県全体とほぼ同じであり、平均的な産業形態とい

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１３ 通勤先に関する状況 

図表１４ 産業別就業人口 (人) 
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  （平成 27 年国勢調査） 
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第２章 将来人口分析 

１ 将来人口の推計 

(１) 人口減少社会の到来 

・ 社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年３月推

計）」では、令和７年（2025 年）の 17,601 人をピークに人口減少に転じ、令和

27 年（2045 年）には 16,796 人になると見込まれています。 

 

 

(２) 急速な高齢化の進展 

・ 社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年３月推

計）」では、急激に高齢化が進展し、令和 22 年（2040 年）には 35.9％に達し、

開成町民の３人に１人を高齢者が占める社会が到来すると予測されています。 

 

２ 人口の変化が将来にあたえる影響 

令和７年（2025 年）には、団塊の世代が 75 歳を超え、高齢者が約５千人に達する一

方で、年少人口や生産年齢人口が減少することにより、労働力や消費の減少、さらには

社会保障費の増加、医療・介護需要の増大が見込まれます。  

17,013

17,445

17,601 17,567

17,398

17,149

16,796

16,600

16,800

17,000

17,200

17,400

17,600

17,800

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

(人) 図表１５ 社会保障・人口問題研究所による将来人口推計

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2045年

2040年

2035年

2030年

2025年

2020年

2015年

図表16 社会保障・人口問題研究所による将来人口推計（年齢３区分別人口の割合）

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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第３章 将来展望 

１ 目指すべき将来の方向 

「第２章 将来人口分析」で示した通り、このまま特別な対策を講じずにいた場合、

人口減少と高齢化が急速に進展してしまいます。そうした人口減少社会・超高齢社会に

おいては、経済の縮小、医療・介護の急増など、これまでの社会システムでは立ち行か

なくなるおそれがあります。 

しかし、社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年３月

推計）」における令和２年 10 月１日時点推計値 17,445 人に対して、実際の総人口は令

和元年 12 月１日時点で 18,064 人と 619 人上回る状況にあり、南部地区土地区画整理事

業など、これまでの計画的なまちづくりの成果によって着実に発展を遂げています。 

今後も、みなみ地区を中心に定住人口の拡大が期待されますが、一方で高齢化の進

展という課題の解決に向けて、「人口の年齢構成バランスを意識したまちづくり」、「超

高齢社会に対応したまちづくり」が求められます。 

 

社会増対策  若年層を主なターゲットにした定住促進 
 

自然増対策  妊娠・出産・育児の希望の実現 
 

超高齢社会への対応  健康長寿のまちづくりの推進 

 

２ 将来人口シミュレーション 

・ 平成 28 年３月の「開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」策定時に、次の

とおり将来人口のシミュレーションを行いました。 

・ 社会保障・人口問題研究所（社人研）の「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年

３月推計）」及び第五次開成町総合計画での推計人口をもとに５つのパターンについ

てシミュレーションを行った結果、令和 42 年（2060 年）及びピーク時の人口は、次

の表のように推計されます。 

・ パターン①及びパターン②については、社人研の推計をベースに再推計したもので

す。 

・ パターン③、パターン④及びパターン⑤は、第五次開成町総合計画での推計と整合

性を確保するため、南部地区の開発等に伴う人口増加（社会増）を加味したもので

す。 

・ パターン④及びパターン⑤は、出生率を人口置換水準である 2.07 に設定して推計

を行ったものです。 

 

 

パターン 設定条件 
2060 年 
人口 

ピーク人口 

図表１７ 将来人口シミュレーション（2060 年人口・ピーク人口） 
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パターン
① 

・基準年人口を 2010(平成 22)年の国勢調
査人口に設定 

・社人研の推計に基づき、2040 年以降の
各仮定値はいずれも「横ばい」と設定 

約 14,700 人 
約 16,900 人 
（2020 年） 

パターン
② 

・基準年人口を 2015(平成 27)年 1 月 1 日
現在人口とし、1 年単位で推計 

・社人研の推計に基づき、2040 年以降の
各仮定値はいずれも「横ばい」と設定 

約 15,000 人 
約 16,900 人 
（2023 年） 

パターン
③ 

・総合計画同様、南部地区の開発等に伴う
人口増加を加味（～2020） 

・人口増の配分は、現状の年齢構成に比例 
・合計特殊出生率は 2013（平成 25）年の
「1.68」から「横ばい」と設定 

・その他の条件はパターン①と同様 

約 17,400 人 
約 19,100 人 
（2020 年） 

パターン
④ 

・総合計画同様、南部地区の開発等に伴う
人口増加を加味（～2020） 

・人口増分は、現状の年齢構成に比例配分 
・合計特殊出生率が 2030 年までに人口置
換水準＊の「2.07」まで回復、その後は
「横ばい」と設定 

・その他の条件はパターン①と同様 

約 18,900 人 
約 19,400 人
（2040 年） 

パターン
⑤ 

・総合計画同様、南部地区の開発等に伴う
人口増加を加味（～2020） 

・人口増分は、20～40 歳代の両親と 0～19
歳の子ども 1 人のバランスで配分 

・合計特殊出生率が 2030 年までに人口置
換水準＊の「2.07」まで回復、その後は
「横ばい」と設定 

・その他の条件はパターン①と同様 

約 20,200 人 
約 20,300 人
（2050 年） 

※人口置換水準：ある死亡水準において、人口の増減がほとんどなく一定を保つための出生水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

パターン① パターン② パターン③ パターン④ パターン⑤

図表１８ 将来人口シミュレーション 

19,100 人 

16,900 人 

19,400 人 

20,300 人 

20,200 人 

18,900 人 

17,400 人 

15,000 人 

14,700 人 

2010 年 
国調人口 
16,369 人 

2015 年 
国調人口 
17,021 人 

(人) 

※2015 年の国調人口は、速報値によるものです。 
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・ 先の５つのパターンについて、2060 年の年齢３区分別人口比率を見ると下図の

ようになり、65 歳以上の老年人口の比率が概ね３割を超えることが推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 社人研推計は、これまでの人口推移をもとにしたものであり、個別の市町村の

特別な増減要因が加味されていません。 

・ 開成町においては、確実な人口増加要因として、南部地区土地区画整理事業に

よって誕生したみなみ地区の新たな住宅地や開成駅東側のマンション建設などを

踏まえて人口推計を行う必要があります。 

・ また、国の長期ビジョンや神奈川県人口ビジョンとの整合性を確保するため、

出生率を人口置換水準の「2.07」まで引き上げることを目標とします。（2030 年

目標） 

・ よって、パターン④を開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンにおける「人

口の将来展望」とします。 

 

人口の将来展望 令和 42 年（2060 年）の総人口 18,900 人 

 

図表１９ 将来人口シミュレーションにおける 2060 年の年齢３区分別人口構成比 

16.1%

12.1%

12.3%

13.2%

15.3%

15.6%

62.4%

52.6%

57.8%

52.4%

53.1%

53.9%

21.5%

35.3%

29.9%

34.4%

31.6%

30.5%

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

2010年

パターン①

パターン②

パターン③

パターン④

パターン⑤

年少人口 生産年齢人口 老年人口

(人) 
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１ 策定の背景 

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東

京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来

にわたって活力ある日本社会を維持していくことが喫緊の課題となっています。 

平成 26 年 11 月 28 日に、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を

安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確

保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進することを目的

とする「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。 

開成町では平成 27 年度に人口の現状と将来の展望を提示する「開成町まち・ひと・

しごと創生人口ビジョン」及び平成 27 年度から平成 31 年度を計画期間とした「まち・

ひと・しごとの創生」に係る施策や基本的方向、具体的な施策をまとめた「開成町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

国では、この５年間で進められてきた「まち・ひと・しごとの創生」に係る施策の検

証を行い、優先順位を見極めながら、「継続は力なり」という姿勢を基本として、地方

創生の目指すべき将来や、令和２年度を初年とする今後５か年の目標や施策の方向性等

を定めた「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を令和元年 12 月に策定しました。 

神奈川県では、「神奈川県人口ビジョン」において、人口問題の観点から「人口減少

に歯止めをかける」ことと「超高齢社会を乗り越える」ことという２つの課題を同時に

克服するために、「合計特殊出生率の向上」「マグネット力の向上」「未病の取組みによ

る健康長寿社会の実現」という３つのビジョンを実現する必要があるという整理を行っ

ており、このビジョンの実現を積極的に進めるために「第２期神奈川県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を令和２年３月に策定しました。 

本町においても、国及び県の「総合戦略」を勘案し、本町の地域特性を踏まえた地方

創生の取組の充実・強化に向けて切れ目ない取組を進めるために、「第２期開成町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定します。 
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２ 開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 

(１) 位置づけ 
開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法第 10 条第

１項に基づく「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」です。 

(２) 計画期間 
開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は、令和２年度から令和６年

度までの５年間とします。 

(３) 総合計画との関係 
本町では、町政運営の指針であり、町の最上位の計画として、今後のまちづくり

の方向を定める総合計画を策定し、魅力あるまちづくりを進めてきました。 

開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、第五次開成町総合計画を上位計画と

し、総合計画に定めた施策に留意しながら、総合計画における実施計画事業をベー

スに「まち・ひと・しごとの創生」という特定のテーマに特化したものとして策定

します。 

(４) 構成 
開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、基本目標、政策の基本的方向、具体

的な施策によって構成することとします。 

また、開成町の持続可能なまちづくり及び町民の満足度を高めるための戦略的な

まちづくりを推進するとともに、様々な関係者とのパートナーシップによる新たな

公共サービスの創出や地域課題の解決を図るために、各基本目標について SDGｓのど

のゴールの達成に資する目標であるかの整理を行います。 

 (５) 目標値の設定と効果検証の仕組み 
開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、基本目標ごとに数値目標を、

具体的な施策ごとに重要業績評価指標（ＫＰＩ）を、それぞれ設定し、目標設定期

間経過後に効果検証を行い、必要に応じて戦略を改訂するという「ＰＤＣＡサイク

ル」を構築することにより、その実効性を担保します。 
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３ 基本的な考え方 

(１) 人口に関する本町の課題 
平成 27 年度に策定した開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンにおける分析

結果から、本町における人口の課題が明らかになっています。 

本町においては、現時点では人口は増加傾向にあるものの、令和 22 年（2040 年）

をピークとして減少に転ずることが見込まれています。 

また、老年人口の増加率が、年少人口や生産年齢人口の増加率を大幅に上回るこ

とから、高齢化が急速に進展するものと考えられます。 

(２) 基本姿勢 
本町においては、高齢化の急速な進展と、中長期的な人口減少に対応し、持続可

能な行政運営を行うため、人口の年齢構成バランスを良好に保つための施策が求め

られます。 

人口の年齢構成バランスを意識したまちづくり 

(３) 課題解決に向けて 
長期的に人口を維持するためには、将来にわたり人口が減少しないとされる「人

口置換水準 2.07」まで出生率を引き上げることが不可欠です。 

また、出生率の急激な回復を期待するのは難しいことから、開成町の「元気」を

維持していくためには、出生率の向上と合わせて、積極的に社会増対策も図ってい

かなければなりません。 

しかしながら、地方創生は、我が国が将来にわたり活力を維持するために取り組

むものであり、各地域が都市間競争という形で限られた人口を奪い合う、いわゆる

ゼロサムであってはなりません。 

本町においては、これまでのまちづくりの成果を生かしながら、短期的には転入

超過による社会増を基調とする定住人口の拡大を図りつつ、次代の社会を担う子ど

もを安心して生み育てられる環境づくりを進めることによって、中長期的には出生

率の改善による自然増を基調とする定住人口の拡大を図っていく必要があります。 

また、急速なスピードで高齢化が進むことにより、医療・介護需要の大幅な伸び

が予測されることから、健康寿命の延伸をめざした取り組みを進めていく必要があ

ります。 

これらの課題を解決するため、本町では、次の３つの方向性によりまち・ひと・

しごとの創生の取組みを進めます。 

（３つの方向性） 

社会増対策  若年層を主なターゲットにした定住促進 
 

自然増対策  妊娠・出産・育児の希望の実現 
 

超高齢社会への対応  健康長寿のまちづくりの推進 
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(４) 基本目標 
「(３) 課題解決」で示した３つの方向性を踏まえ、今後のまちづくりを戦略的に進

めていくため、次の４つの基本目標を設定するとともに、これに関連する具体的な施

策を位置づけることとします。 

（４つの基本目標） 

基本目標１ 住みたい・住み続けたい・訪れたいと思える“まち”を創造する 
 

基本目標２ 次代の社会を担う子どもたちを育む“まち”を創造する 
 

基本目標３ 安定した雇用を創出する“まち”を創造する 
 

基本目標４ 安全・安心・快適に暮らせる“まち”を創造する 

(５) 重点的な取組み 
「(４)基本目標」で４つの基本目標を設定し、それぞれに具体的な施策を位置付け

ることとしましたが、次のとおり重点的な取組みを定め、「しごと」が「ひと」を呼び、

「ひと」が「しごと」を呼び、それが魅力的な「まち」づくりにつながり、さらに「ま

ち」の魅力が「ひと」と「しごと」を呼ぶといった好循環を生み出していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひ とづ く り 
「教育のまち開成」の創造 
 ・地域全体で子どもたちを教え、育てる環境づくり 

 

まちづ く り 

自然と調和した利便性の高いまちの創造 
 ・北部地域 活力の創出と持続的発展 （農地保全と交流人口の拡大） 

 ・中部地域 快適生活空間づくり （住環境の整備） 

 ・南部地域 これまでのまちづくりの成果を活かした定住促進 
 

しごとづくり 
「稼ぐ力」の創出と地域経済循環の活性化 
 ・都市農業の魅力を発揮できる仕組みづくり （北部地域の活性化） 

 ・みなみ地区の工業専用地域への企業誘致 

 

 

ひとづくり 

まちづくり しごとづくり  

好循環 
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基本目標１ 

住みたい・住み続けたい・訪れたいと思える“まち”を創造する 

    

町民をはじめとする本町に関わる方の町への“愛着や誇り”を醸成し、町外の方には本町の

“魅力”を戦略的に発信し、町の“認知度”の向上を図ることにより、定住人口・交流人口の

拡大を図ります。 

【政策の基本的方向】 

本町では、近隣市町において人口減少が進むなか、豊かな自然環境と良好な生活環境が調

和した町として、定住人口の増加傾向が続いています。 

将来にわたって活力に満ち溢れたまちであり続けるためには、まちづくりにおいて「人口

の年齢構成バランスを意識した定住人口の拡大」や定住・移住のきっかけとなる「交流人口

の拡大」を重視していく必要があります。 

高齢化が進むなか、人口の年齢構成バランスを良好に保つためには、年少人口・生産年齢

人口の増加が必要不可欠であることから、子育て世代を主なターゲットした定住促進を図り

ます。 

さらに、町外からひとを呼び込むことにより地域活性化を図るため、魅力ある観光・交流

拠点づくりの推進による交流人口の拡大を図ります。 

これら定住人口の拡大、交流人口の拡大を図るためには、町の魅力を見つめ直し、磨き上

げ、多くの人の心の中にある町のイメージを向上させることが必要不可欠であることから、

ブランディングを推進します。 

【数値目標】 

指標 基準値 目標値（R6） 

人口の社会増減 
247.3人 

（H28～H30の平均） 

1,500人 

（R2～R6累計） 

入込観光客数 
25万 4千人 

（H29年度） 
28万人 

【具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

①  子育て世代を主なターゲットとした定住促進 

将来にわたって活力に満ち溢れたまちであり続けるために、豊かな自然環境と良好な

生活環境など、本町が持つ魅力を効果的に発信することにより、子育て世代を主なター

ゲットとした定住促進を図ります。 
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重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

25歳～44歳の社会増減 
132.3人 

（H29～R1の平均） 

660人 

（R2～R6累計） 

＜主な取組み＞ 

(ア) 定住プロモーションの展開 

◇ 本町に「住みたい」、「住み続けたい」と思われるよう、本町の魅力や本町な

らではのライフスタイルを発信することにより、子育て世代を主なターゲット

にした定住促進を図ります。 

(イ) ＳＮＳを活用した情報発信 

◇ 若年層に向けて、本町の魅力を効果的に広報するため、若年層を中心に普及

が進むＳＮＳを情報発信に積極的に活用します。 

 (ウ) 町内で働く若者の定住・結婚支援 

◇ 町内で働く若者の町内への定住を図るため、町内企業と連携し、開成町の魅

力に触れる機会、交流の機会（出会いの機会）を提供します。 

② 魅力ある観光・交流拠点づくりの推進 

年間を通じて観光客の誘致を図るため、歴史、文化、自然、景観などの地域資源を活

用したメニューの発掘を進めるとともに、あしがり郷瀬戸屋敷を核にした魅力ある観

光・交流拠点づくりを推進します。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

あしがり郷「瀬戸屋敷」の来園者数 
39,235人 

（H30年度） 
70,000人 

＜主な取組み＞ 

(ア) あしがり郷「瀬戸屋敷」を拠点とした観光・交流の推進 

◇ 南足柄市と箱根町を連絡する道路の開通、東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催に合わせて交流拠点施設の整備を行ったあしがり郷「瀬戸屋敷」周辺

を活用し、観光・交流拠点づくりを進めます。 

◇ 開成町農泊推進協議会との協力により、農業体験を核にした観光・体験プロ

グラムの充実を図ります。 

◇ 神奈川県などの関係機関と調整を図り、県道 720 号（怒田開成小田原）の未

整備区間の歩道整備や都市計画道路山北開成小田原線の北部地域における未整

備区間の早期整備を推進します。 

(イ) 地域資源を生かした観光事業・都市間交流の推進 

◇ 自転車イベントの開催等を通じて、足柄地域の魅力を発信し、自転車愛好者

を足柄地域に誘導することにより、自転車を活用した周遊観光促進の機運を醸

成します。 

◇ 神奈川県と連携し、コミュニティサイクルの利用促進を図るとともに、自転

車の駅（休憩スポット）の整備に努めます。 
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◇ 魅力ある広域観光ルートを形成するため、足柄地域の地域資源を生かしたツ

アーの開発に取り組みます。 

◇ あじさいまつり、納涼まつり、阿波おどり、ひなまつりなどの観光イベント

の充実を図ります。 

(ウ) 地域の連携体制の構築 

◇ 県西地域２市８町の地域連携ＤＭＯ（Destination Management Organization）

である一般社団法人かながわ西観光コンベンションビューローと連携し、観光

振興を戦略的に推進します。 

◇ 地域の観光振興を戦略的に推進するため、あしがらローカルブランディング

やあしがら観光協会の取組を通じて、広域的な観光推進体制の強化を図ります 

③ ブランディングの推進 

町の魅力や他の市町村と差別化できる「強み」を生かして、町そのもののイメージを

高めるため、「田舎モダン」をコンセプトにしたブランディングを推進します。 

あわせて、交流人口の拡大を図るためには、地域全体の魅力を生かした事業展開、情

報発信が求められることから、足柄地域全体でのローカルブランディングを推進します。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

開成町に住み続けたいと思う町民の割合 

（町民意識調査に「ずっと住みたい」及び「当面の間は

住みたい」と回答した方の割合） 

82.3％ 

（H30年度） 
85.0％ 

開成町公式フェイスブックページの「いいね」の数 
1,329人 

（R1年末） 
1,500人 

開成町公式インスタグラムのフォロワー数 
721人 

（R1年末） 
1,000人 

＜主な取組み＞  

(ア) ブランディング戦略の推進  

◇ 「都会でもない、田舎でもない良い雰囲気」、「なんかいいな」という空気感

を的確に伝えるため、「田舎モダン」をコンセプトにしたブランディングを推進

し、定住人口・交流人口の拡大につなげます。 

(イ) 足柄地域全体のローカルブランディングの推進  

◇ 交流人口の拡大を図るため、回遊性の高い広域観光ルートの形成とともに、

足柄地域全体のイメージの確立を図ります。 

(ウ) 多様な媒体を活用した戦略的な PR活動の推進  

◇ 開成町のファンづくりを進めるため、戦略的な PR活動や SNSの活用など多様

な媒体を活用した情報発信を行います。 
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基本目標２ 

次代の社会を担う子どもたちを育む“まち”を創造する 

    

若い世代の出産の希望を実現するため、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てられる

環境づくりを進めます。 

【政策の基本的方向】 

町の年少人口（０歳から 14歳まで）は、平成 30年１月１日の年少人口は 2,653人でした

が、平成 31年１月１日の年少人口は 2,695人となっており、若干の増加に止まっています。 

しかし、全国的には未婚化、非婚化、晩婚化のほか、晩婚化に伴う晩産化や夫婦の出生力

の低下などの理由による少子化が進んでいます。 

子どもの元気な声が響く活気あるまちであり続けるために、妊娠から育児までの切れ目の

ない支援として、妊娠・出産を支える環境づくりを進め、地域活力を生かして子育てを応援

する町の実現をめざします。 

また、次代の社会を担う子どもたちが、これからの社会において必要となる“生きる力”

を身につけることができるように、開成町ならではの魅力ある教育を推進します。 

【数値目標】 

指標 基準値 目標値（R6） 

合計特殊出生率 
1.81 

（H29年度） 
1.90 

子ども・子育て支援アンケート調査（未就学児）における

「地域における子育ての環境や支援への満足度」の回答  

満足度 4及び５の割合（５段階評価） 

41.7％ 

（H30年度） 
45.0％ 

【具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

① 妊娠・出産を支える環境づくり 

妊娠中から乳幼児期までの一貫した母子保健サービスを提供、不妊治療などの妊娠に

対する支援など、安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めます。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

３～４か月児健康診査の受診率 
100％ 

（H30年度） 
100％  

３歳児健康診査の受診率 
100％ 

（H30年度） 
100％ 
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＜主な取組み＞ 

(ア) 母子保健の充実 

◇ 妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援するため、母子保健コーディネーター

を配置し、ワンストップ相談窓口である母子健康包括支援センターの機能の充

実を図ります。 

◇ 産後うつや新生児への虐待を予防するため、産婦健康診査及び産後ケアの取組

を進めます。 

◇ 健やかな妊娠、出産を支援するため、妊婦健康診査の助成を行います。 

◇ 乳幼児の健やかな成長を支援するとともに、疾病の早期発見を目的に、乳幼

児健康診査や歯科健康診査を実施します。 

◇ 子育て中の親の孤立を防止するため、地域における身近な子育ての相談役と

して役割を担う母子保健推進員を育成し、乳幼児家庭全戸訪問事業などの活動

の充実を図ります。 

◇ 出産から産後の心身ともに不安定になりやすい時期の母子に対して、心身の

ケアや育児支援等を行い、安心して子育てができる支援体制を確保します。 

 

(イ) 不妊治療の支援 

◇ 神奈川県が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業の普及啓発を図ると

ともに、上乗せ助成を実施します。 

② 子育て環境の充実 

仕事と子育ての両立を支援するため良好な保育環境づくりを進めるとともに、安心し

て子育てができるようにするため子育て支援サービスの充実を図ります。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

保育所待機児童数（４月１日現在） 
7人 

（H31.4.1現在） 
0人 

放課後児童クラブ待機児童数（４月１日現在） 
0人 

（H31.4.1現在） 
0人 

開成町駅前子育て支援センターの利用者数 
9,326人 

（H29年度） 
9,500人 

＜主な取組み＞ 

(ア) 保育環境の充実 

◇ 子育て世代の保育ニーズの増に対応できる環境を整えるため、小規模保育事

業所や認可保育所等の開設を支援します。 

◇ 保護者の就労形態の変化に対応するため、長時間保育が子どもの負担になら

ないよう配慮しながら延長保育の充実を図ります。 

◇ 長期休業期間の受け入れや受け入れ年齢の拡大など、利用者のニーズを踏ま

えた学童保育の充実を図ります。 

◇ 保護者の就労等により増加する学童保育のニーズの増に対応するために、学

童保育を実施する施設の整備を推進します。 
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(イ) 子育て支援の充実 

◇ 親子の交流や子育ての情報交換、育児相談の充実を図るため、子育て世代の

ニーズを踏まえ、利用者支援事業（教育・保育・保健その他の子育て支援の情

報提供及び必要に応じた相談・助言等を行う事業）を開始するなど、子育て支

援センターの機能の充実を図ります。 

◇ 地域での支えあいを支援するため、地域における子育ての相互援助活動であ

るファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。 

◇ 子どもの健康を守りながら、保護者の子育てと就労の両立を支援するため、

足柄上郡各町と連携し、病児保育事業を実施します。 

◇ 地域活力を生かして子育てを応援する町をめざし、町民団体が自主的・自発

的に行う子ども・子育て分野における課題解決に資する取組を支援します。 

◇ 子どもの健やかな成長を支援するとともに、子育て世代の経済的負担を軽減

するため、小児医療費や未熟児養育医療費を助成します。 

◇ ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭等の医療費を助

成します。 

◇ 社会参加などによって家庭での保育が困難となる場合の一時的な保育のニー

ズが高まっていることから、開成幼稚園において、子ども・子育て支援法に位

置付けられている「一時預かり事業（幼稚園型）」を開始します。 

 

③ 魅力ある教育の推進 

子どもの「生きる力」を育むため、さまざまな学習・体験を通して「自ら考え、行動

し、成すべきことをやり遂げる」ための学力と体力と道徳心を育成する「開成町らしい

魅力ある教育活動」を推進します。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

あじさい塾、ジュニアサマースクールの参加者数 
460人 

（H29年度） 
500人 

＜主な取組み＞ 

(ア) 地域と連携した教育の推進 

◇ 学校と地域が一体となって地域の子どもを育み、特色ある教育活動を展開す

るため、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）制度を推進します。 

◇ 子どもたちの教育活動や活動体験の充実を図るため、地域の人材や企業、団

体の協力を得ながら、あじさい塾やジュニアサマースクールを実施します。 

◇ 家庭や地域の教育力の向上を図るため、「はじめての三歳児講座」や「家庭教

育学級」の充実を図ります。 

◇ 他世代間の交流を進めるため、幼稚園、保育所、小・中学校、高等学校の連

携による体験学習の機会の充実を図ります。 

◇ 近隣の高校や大学と連携した教育活動を展開します。 

 (イ) きめ細かく対応するための教育体制の充実  

◇ 児童・生徒一人ひとりにきめ細かな教育や指導を行うため、介助教諭や学校

生活支援員の配置について充実を図ります。 



- 11 - 

◇ 子どもの発言機会の増加などによる学習意欲の向上、コミュニケーション能

力の向上を図るため、ＴＴ（ティーム・ティーチング）や少人数指導といった

柔軟な指導を行います。 

◇ さまざまな悩みを抱える児童・生徒一人ひとりに対して、きめ細かく対応す

るため、心の教室などの充実を図ります。 

◇ 不登校児童、生徒に対して個々に応じたきめ細かな指導、援助を行うため、

適応指導教室を運営します。 

 (ウ) 幼児教育の充実 

◇ 令和元年度から３年間教育を開始した開成幼稚園では、より多くの教職員を

配置するなど、安全・安心な環境整備と魅力ある幼児教育を進めます。 

◇ 開成幼稚園での保護者の仲間づくりや子育て相談に力を入れることで、親育

ち支援の充実を図ります。 

◇ 子育てに関する不安や悩みを解消するため、開成幼稚園に臨床心理士や栄養

士などの専門職を配置し、相談しやすい環境を継続的に提供します。 

◇ 幼児一人ひとりの感性を養うため、外国語、合唱、運動指導など専門分野の

講師による体験活動の充実を図ります。 

 

(エ) 郷土愛の醸成  

◇ 開成町の歴史、自然などを学ぶことにより、郷土愛を育む学習を推進します。 

◇ 「酒匂川」や「あじさいの里」など地域を学習教材として活用した授業を推

進します。 

◇ 地域を知り、地域の食文化を学ぶことにより、郷土愛を醸成するため、県産

食材、開成町ブランドである「開成弥一芋」や町内産新米などの地域の食材を

使用した給食を提供します。 

  



- 12 - 

基本目標３ 

安定した雇用を創出する“まち”を創造する 

    

既存産業の振興、創業支援や企業誘致によって町内に“しごと”をつくり、安定した雇用を

生み出します。 

【政策の基本的方向】 

本町では、事業所数が減少傾向にあるとともに、20歳代を中心に就職を契機とした人口流

出の傾向がみられます。 

将来にわたって活力に満ち溢れたまちであり続けるためには、「しごと」と「ひと」の好循

環を確立する必要があります。 

地域経済を支える中小企業の経営支援を進めるとともに、地域経済を成長させていくため、

新たな視点を取り入れたビジネスの創業や新たな企業立地、拡大再投資を促進します。 

また、食糧の安定的供給、水源のかん養、自然環境や美しい景観の保全などの多面的な機

能を有する農業を、次世代に引き継ぐため、農業の更なる発展に向けた取組を進めます。 

【数値目標】 

指標 基準値 目標値（R6） 

就業者割合（15歳～64歳） 
71.4％ 

（H27） 
72.8％ 

【具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

① 中小企業の経営支援 

地域経済を支える中小企業の経営環境の変化に対応した事業展開、創業や新たな事業

進出を支援します。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

中小企業小口資金融資制度の利用件数（年間） 
12件 

（H29年度） 
16件 

経営発達支援事業計画策定事業者の内、令和元年

度と比べて利益率が２％以上増加した事業者数 
― 11社 

＜主な取組み＞ 

(ア) 創業・事業承継の支援 

◇ 起業家の創業を支援するため、創業時の融資に係る利子補給制度を実施します。 

◇ 民間の創業支援事業者と連携し、地域における創業促進を図ります。 

◇ 地域金融機関などと連携し、中小企業の円滑な事業承継を支援します。 
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(イ) 経営の安定化 

◇ 中小企業の経営の安定化・合理化を図るため、信用保証料の助成や金融機関

への融資資金の預託を実施します。 

◇ 小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」を策定し、足柄上商工会

や地域金融機関と連携して、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実

な実施を支援します。 

◇ 「事業継続力強化支援計画」を策定し、足柄上商工会と連携して、中小企業

の自然災害に対する事前対策（防災・減災対策）を支援します。 

 (ウ) ブランド力の向上 

◇ 「開成町ブランド」認定制度による、地域ブランド力の向上を図ります。 

② 企業誘致の促進 

新たな雇用を創出し、地域経済の活性化を図るため、企業誘致を促進します。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

企業立地支援制度の利用件数 
1件 

（H30年度まで） 

２件 

（R6までの累計） 

＜主な取組み＞ 

(ア) 企業の誘致 

◇ みなみ地区の工業専用地域を中心に、企業誘致を促進します。 

(イ) 産業集積の強化 

◇ 南足柄市と連携し、足柄地域の経済の活性化を図るため、足柄産業集積ビレ

ッジ構想を推進します。 

③ 農業の振興 

高付加価値型の農業を推進し、農業経営の活性化を図ります。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

高付加価値作物の作付面積 
117アール※ 

（H30年度） 
175アール 

  
※開成弥一芋、酒造好適米 

＜主な取組み＞ 

(ア) 農業経営の活性化 

◇ 観光や商工業との連携により、農業の「稼ぐ力」を高め、「しごと」としての

魅力を高めます。 

◇ 農産物の付加価値を高めるため、地場農産物のブランド化及び観光農業の取

組を推進します。 

◇ 農業経営の活性化を図るため、農業者と消費者とのつながりを育む場として、

あしがり郷「瀬戸屋敷」の交流拠点化に取り組みます。 
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◇ 農業所得の向上を図るため、特産品の開発や農商工連携による農業の６次産

業化の取組を支援します。 

◇ 水田農業の活性化を図るため、飯米の高付加価値化や、酒造好適米の作付け

の奨励制度の構築などに取り組みます。  
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基本目標４ 

安全・安心・快適に暮らせる“まち”を創造する 

    

子どもから高齢者まで、すべての町民が安全で、安心して、快適に暮らせるまちづくりに取

り組みます。 

【政策の基本的方向】 

将来にわたって活力に満ち溢れたまちであり続けるためには、誰もが健康で生き生きと暮

らせる社会環境づくりが求められています。 

そこで、地域での支え合いや地域ぐるみでの健康づくりなど、健康長寿のまちづくりを進

めます。 

また、誰もが心豊かに暮らせる地域社会を実現するためには、安全・安心・快適に暮らす

ことができる、誰にでもやさしいまちづくりが求められています。 

そこで、地域コミュニティの活性化を図るとともに、地域の防災力や防犯力の向上、日常

生活や様々な社会経済活動を支える交通網の利便性の向上に取り組みます。 

【数値目標】 

指標 基準値 目標値（R6） 

開成町は住みやすい町だと思う町民の割合 

（町民意識調査に「住みやすい」及び「どちらかといえば住

みやすい」と回答した方の割合） 

89.4％ 

（H30年度） 
93％ 

【具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

① 健康長寿のまちづくり 

超高齢社会を乗り越えるため、子どもから高齢者まで誰もが健康で生き生きと暮らせ

るしくみづくりを進めるとともに、高齢になっても活躍できる社会づくりを進めます。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

運動をしない人の割合 
25.3％ 

（H28年度） 
20％以下 

介護保険 第１号被保険者に対する要介護（支援）認

定者の割合（10月１日現在） 

15.0％ 

(H29年度) 
18％以下※ 

ゆめクラブ加入率（４月１日現在） 

（加入者数/65歳以上人口） 

22.5％ 

（平成 30年度） 
20％以上を維持 

※高齢化率の増加、介護保険制度の浸透、核家族化等の背景により、増加傾向にある。第７期開成町高齢者保健

福祉計画では、R7年度を 18.8％と推計している。生活支援・介護予防を推進していくことで R6年度 18％以下を

目標とする。 
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＜主な取組み＞ 

(ア) 健康づくりの推進 

◇ 町民一人ひとりが健康的な生活を実践することができるように、「栄養・食生

活」、「身体活動・運動」、「休養・こころの健康づくり」、「歯・口腔の健康」、「た

ばこ・アルコール・薬物」、「感染症予防」の６つの健康分野について、ライフ

ステージに応じた取組や地域との協働による取組により健康寿命の延伸に繋げ

ていきます。 

◇ 疾病の早期発見や予防のため、各種健康診査やがん検診の充実を図るととも

に、受診率の向上を図ります。 

◇ 町民一人ひとりが、生涯を通じて健康で豊かな生活を送れるようにするため、

ライフステージに応じた食育活動を展開します。 

◇ 誰もがスポーツに親しむことができるよう、地域のスポーツ活動の活性化や

総合型地域スポーツクラブの運営支援、スポーツイベントの充実などに取り組

みます。 

(イ) 未病を改善する取組の推進 

◇ 神奈川県や近隣市町と連携し、県西地域活性化プロジェクトを推進します。 

◇ 自分の身体の状態を認識し、実際に身体を動かして生活習慣を変えるなどの

行動変容につなげるため、未病見える化コーナーを活用した取組を進めます。 

(ウ) 地域における支え合いの推進 

◇ 高齢者や障がい者などの支援を必要とする人が地域で安心して暮らし続ける

ことができるようにするため、福祉に関わる総合的な相談体制の整備を図り、

多様な担い手による生活支援サービスの充実に努めます。 

◇ 地域における支え合いを推進するため、地域福祉の推進に中心的な役割を果

たす開成町社会福祉協議会の運営や民生委員・児童委員の活動を支援します。 

◇ 高齢者の介護予防と自立した日常生活を支援するため、多様な担い手による

生活支援サービスの充実に努めます。 

(エ) 生きがいづくりと社会参加の促進 

◇ 高齢者の豊かな経験や知識、技能を地域に生かすことにより、高齢者の生き

がいづくりと健康づくりにつなげるため、開成町シルバー人材センターの活動

を支援します。 

◇ 高齢者の生きがいづくりや健康づくり、世代間・地域間の交流など多種多様

な事業を展開する老人クラブの活動を支援します。 

② 多様な担い手との協働のまちづくりの推進 

多様化、高度化する町民のニーズに対応するため、町民、企業などの多様な担い手と

の協働によるまちづくりを進めます。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

「協働によるまちづくりが進んでいる」と感じる町民の割

合 
21.9％ 30％ 
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重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

自治会加入率 
80.6％ 

（H30.4.1） 
80％以上を維持 

（仮称）町民活動サポートセンター登録の団体数 制度なし 65団体 

 

＜主な取組み＞ 

(ア) 協働によるまちづくりの推進 

◇ 町民のニーズに的確に対応したまちづくりを進めるため、町民や企業などと

の協働の仕組みづくりを推進します。 

◇ 町民活動団体と行政との協働を進めるため、提案型協働事業などの取組を進

めます。 

(イ) 町民活動の支援 

◇ 地域の自治活動の発展を図るため、自治会を支援します。 

◇ 地域の自治活動を支える人々の裾野を広げていくため、自治会加入率の向上

に取組みます。 

◇ 町民公益活動の活動拠点及び支援拠点となる「（仮称）町民活動サポートセン

ター」を設置します。 

◇ 町民公益活動の活性化を図るため、町民公益活動に関する相談や情報提供、

町民公益活動を担う人材の資質向上のための研修会の開催などに取り組みます。 

 

③ 安全・安心なまちづくりの推進 

町民の生活満足度を高め、住み続けたい町となるため、安全で安心に暮らせるまちを

めざします。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

地域防災リーダーが２名以上配置された自治会数 
７自治会 

（H29年度） 
14自治会 

災害に強いまちづくりに関する町民満足度 

３．２ポイント 

（５段階評価） 

（H30年度） 

３．３ポイント 

（５段階評価） 

＜主な取組み＞ 

(ア) 地域防災力の向上 

◇ 自治会、事業所、学校などと連携し、実践的な防災訓練を実施します。 

◇ 地域の防災活動の中核を担う防災リーダーの育成に努めます。 

◇ 災害時における高齢者や障がい者などの避難を円滑に行うため、自治会、民

生委員、開成町社会福祉協議会などと連携し、災害時要援護者登録制度の充実

を図ります。 

(イ) 災害対策の充実 
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◇ 国の防災計画や県の地域防災計画の修正、被害想定の変更に対応するため、

開成町地域防災計画の見直しを行います。 

◇ 災害発生時の十分な応急活動が行えるよう、資機材や食料、燃料などを計画

的に整備します。 

◇ 水害への対応力の強化を図るため、浸水一時避難所の確保や防災行動計画の

策定に取り組みます。 

 (ウ) 消防・救急体制の充実 

◇ 消防業務の委託先である小田原市や近隣市町との連携により、消防体制・救

急体制の強化を図ります。 

◇ 救命率の向上を図るため、学校や企業、自治会等と連携し、救命基礎講習や

普通救命講習を実施します。 

◇ 地域に密着した消防・防災活動を通じて、地域の安全・安心の確保に貢献す

る消防団の充実・強化を図ります。 

(エ) 地域防犯力の向上 

◇ 犯罪のない安全で安心なまちにするため、かいせい防犯まちづくり推進協議

会を核に、地域との協働による町民総ぐるみの防犯活動を展開します。 

◇ 犯罪の発生を未然に防止するため、不審者情報の発信や振り込め詐欺の発生

状況の広報などに取り組みます。 

④ 公共交通の充実・確保 

子どもや高齢者、障がい者など誰もが移動しやすい交通体系の構築を進めます。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値（R6） 

近隣市町と連携した開成駅を拠点とする広域的なバス

交通の路線数 

0路線 

（R2.1.1現在） 
1路線 

＜主な取組み＞ 

(ア) 公共交通の利便性向上 

◇ 高齢化の進行などの社会情勢を踏まえながら、誰もが移動しやすい公共交通

体系を構築するため、バス路線の維持・確保を図ります。 

◇ 近隣市町と連携し、広域的なバス路線の整備に取り組みます。 

◇ 小田急線開成駅を拠点とする新たなバス路線の整備について、バス事業者に

働きかけます。

 

  



 

 



令和２年４月９日 

課 長 会 議 資 料  

行政推進部企画政策課  

 

開成町 LINE公式アカウントについて（運用方針） 

 

個人間のコミュニケーションツールとして広く普及している LINE を活用し、

開成町の防災、イベント、子育てなどの生活に密着した情報を、リアルタイム

にお届けするため、令和２年５月から、LINE 公式アカウントの運用を開始しま

す。 

 

１ アカウント名・表示名・運用者 

(１) アカウント ID @kaiseitown 

(２) 表示名    開成町 

(３) 運用管理者     企画総務部企画政策課長 

運用者   企画総務部企画政策課担当職員 

    

２ 対応時間 

  原則として開庁時間内に必要に応じて情報発信を行う。ただし、運用管理 

者が必要と判断した場合はこの限りではない。 

 

３ 情報発信の頻度と内容 

(１) 緊急性の高い事象に関する内容 

発信頻度：随時 

文字数 ：制限なし 

例：災害情報等の町民の生命、健康及び財産をおびやかす事象に関す 

る内容。 

 

  （２）防災行政無線の放送（防災気象情報に限る）、あじさいまつり・納涼

まつり・阿波おどり・ひなまつりの開催、広報の発行に関する内容 

    発信頻度：随時 

    文字数 ：２００字程度 

 

(３) 防災、イベント、子育てなど生活に役立つ内容 

発信頻度：原則週１回 

文字数 ：２００字程度 

 

※発信頻度が多いと利用者のブロック率が高まるため、原則週１回として 

いますが、必要性が高いと認められる内容についてはこの限りではありま 

QR 

 

 



せん。 

 

(４) 前各号に掲げるもののほか、運用管理者が必要と認める内容 

発信頻度：随時 

文字数 ：制限なし 

 

４ 情報収集 

  運用者が以下から情報収集を行う。 

 ○ 町民カレンダー 

 ○ 町広報紙及び町お知らせ版（おしらせ版原稿様式に掲載希望の項目を追加します） 

 ○ シーガルオフィスにおける各職員のスケジュール 

 ○ 各課からの情報提供 

 ※収集した情報から発信する情報を決定します。 

 

５ 発信手順 

  運用者が原案を作成し、運用管理者の決裁を経て LINE 公式アカウントで

発信する。 

 

６ 投稿に対するコメントへの対応 

  町の投稿に対する閲覧者からのコメントについては、原則として回答は行 

わない。 

  

７ リッチメニューの掲載内容 

  リッチメニューとは、トーク画面下部に固定で表示されるメニューで、外  

 部インターネットページ等へリンクさせることができます。掲載する情報は 

以下を予定しています。（追加や変更も可能） 

 〇 開成町ホームページトップページ 

 〇 町民カレンダー（町ホームページ） 

 〇 広報かいせい（町ホームページ） 

 〇 各種申請（町ホームページ） 

 〇 子育て・教育（町ホームページ） 

 〇 休日・夜間の急患診療所（町ホームページ） 

 

 

 



【プレミアム付商品券事業】

【商品券の購入限度額】

【販売単価】

【商品券の販売期間】

令和元年10月1日～令和2年2月28日

【商品券の使用期間】

令和元年10月1日～令和2年2月29日

【利用店舗】

町内37店舗

【申請・引換券発送状況】

子育て世帯

申請書 引換券 不可通知 引換券

1840 632 7 584 1216

34% 50%

【商品券販売実績】

17,356,000 円 4,339 ｾｯﾄ（500円/10枚つづり） （郵便局販売委託）

【商品券利用実績】

21,654,500 円 43,309 枚 （足柄上商工会委託）

【プレミアム付商品券事業費合計】

21,654,500 円

【プレミアム付商品券事務費合計】

5,417,445 円

プレミアム付商品券事業報告　

　消費税・地方消費税率の引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与え
る影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、
低所得者（非課税者）及び子育て（3歳未満）世帯主向けのプレミアム付
き商品券を発行。国補助10分の10

・非課税者：券面額２．５万円（販売額２万円）
・子育て世帯：券面額２．５万円（販売額２万円）×３歳未満の子の数

　利用可能額5千円（購入額4千円）とし、当該販売単位により、商品券の
購入者の希望に応じ、対象者は5回まで購入が可能。

非課税者 引換券
発給合計

非課税者の引換券交付率 全対象者の引換券交付率

令和２年４月９日（木）

課長会議 資料



新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた 

開成町の基本方針 
 

新型コロナウイルス感染症については、２月 25日付けで国の基本方針、２月

26 日付けで県の基本方針が示されたところだが、感染拡大を防ぎ、感染の流行

を早期に終息させるためには徹底した対策を講じる必要がある。  

町としても、町民の生命及び健康を保護し、町民生活に及ぼす影響が最小とな

るようこれらの方針に沿って基本方針を定め対策を講じてきた。 

県では国の専門家会議の見解等を踏まえ４月６日に基本方針の改定を行った。

町でもこれを踏まえて「開成町の基本方針」の改定を行う。 

 

１ 対象期間 

「２町民が参加するイベント等」を除き、当面５月６日までの対応とする。 

 

２ 町民が参加するイベント 

令和２年８月 31 日まで町が主催するイベントは、原則、中止又は延期とす

る。ただし、開催せざるを得ない事業は、感染症拡大予防策を施したうえで開

催することができる。 

 

３ 町公共施設の対応 

外出を誘引する公共施設については、閉館等の対応を行い、町民の外出抑制

を最優先に取り組む。 

 

４ 町立学校等の対応  

○ 緊急事態宣言に伴う神奈川県からの要請を受け、現時点において町立学 

校（開成幼稚園、開成小学校、開成南小学校、文命中学校）は、令和２年５

月６日まで臨時休業とする。 

○ その後、状況の推移を見定めながら、学校再開に向けて必要な検討、準備 

を進める。 

 

５ 会議・研修等  

不要不急の会議、研修等については、原則、中止又は延期とする。 

なお、開催せざるを得ない会議、研修等は、まず電子会議への切替え、書面

開催を検討し、難しい場合には、規模の縮小、時間の短縮等を行い、感染症拡

大予防策を施したうえで開催することができる。   

 

６ 職員向け対策  

   別紙「職員の出勤等の対応について」 

【令和２年３月 25日改定】 

【令和２年４月 ８日改定】 

 



７ 特記事項 

上記以外の事項については、県の新型コロナウイルス感染症の拡大防止

に向けた基本方針（令和２年４月６日改定）を踏まえて対応することとす

る。 

 

 

 

 

令和２年４月８日 

 

開成町新型コロナウイルス感染症対策本部 

本部長 開成町長 府川 裕一 


